
匪垂互

1．条例制定の背景

昨年6月に青森競輪の存続等を含めた競輪場のあり方について検討するため「青森競

輪あり方検討会」を設置し、青森競輪場の現地視察を含む4回の会議を実施し、その将

来のあり方について検討を重ねてきたところである。その後、同検討会による「青森競

輪事業のあり方に関する報告書」を踏まえ本年3月に「今後の青森競輪の運営方針」を

策定したものである。

同運営方針において、「一般会計から競輪事業特別会計への繰出金が生じない限り、仮

に、競輪事業特別会計から一般会計への繰出金や関係地方団体への交付金の支出が行え

なくなったとしても、青森競輪のもつ雇用や経済効果等の役割に鑑み、競輪事業を継続

する」ことを基本とし、経営上の重要事項について継続的に外部有識者等の意見を取り

入れるため委員会を設置し、競輪場の存廃をはじめ競輪事業を経営する視点で重要と判

断する内容については、市長の諮問に応じ答申することを定めたことから、「青森競輪経

営企画委員会条例」を制定しようとするものである。

2．条例の内容

（趣旨）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 青 森 競 輪 経 営 企 画 委 員 会 の 設 置 、 組 織 及 び 運 営 に つ い て 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

【解説】

○本条は、条例の趣旨を明らかにするものであり、委員会の設置、組織及び運営につい

て、必要な事項を定めるものである。

（設置）

第 二 条　 青 森 競 輪 の 経 営 及 び 活 性 化 に 関 す る 事 項 に つ い て 喜調 査 審 譲 す る た め 、 青 森 競

輪 経 営 企 画 委 員 会 （以 下 「委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

【解説】

○本条は、委員会の設置について規定するものである。

〇本委員会は、青森競輪の経営及び活性化に関する事項について調査審議するため、設

置するものである。
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（所掌事務）

第三条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市

長に答申する。

一　青森競輪の経営に関する基本方針に関する事項

二　その他青森競輪の経営に関する重要事項及びその活性化に関し市長が必要と認

める事項

2　委員会は、青森競輪の経営及び活性化について必要があると認めるときは、

市長に意見を具申することができる。

【解説】

○本条は、委員会の所掌事務について規定するものである。

〇第一項は、市長の諮問に応じ、調査審議した結果を市長に答申する事項について規定

するものである。なお、第一号では「青森競輪の経営に関する基本方針に関する事項」

とし、第二号では「その他青森競輪の経営に関する重要事項及びその活性化に関し市

長が必要と認める事項」と規定するものである。

〇第二項は、「青森競輪の経営及び活性化について必要があると認めるときは、市長に

意見を具申することができる」と規定するものである。

（組織等）

第 四 条　 委 員 会 は 、 委 員 六 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。

2　 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。

一　 学 識 経 験 者

二　 公 共 的 団 体 等 の 役 員 又 は 職 員

三　 そ の 他 市 長 が 必 要 と認 め る 者

【解説】

○本条は、委員会の組織等について規定するものである。

〇第一項は、委員数は六人以内と規定するものである。

〇第二項は、委員の委嘱に関して規定しており、学識経験者、公共的団体等の役員又は

職員、市長が必要と認める者で構成することを規定するものである。

（任期等）

第五条　委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。

3　市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行

に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
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【解説】

○本条は、委員会の委員及び補欠の委員の任期並びに解嘱等について規定するものであ

る。

〇第一項は、委員の任期は二年とし再任を妨げないこと、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすることを規定するものである。

〇第二項は、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、また、その職を

退いた後も同様とすることを規定するものである。

○第三項は、前項前段に規定する守秘義務に違反したことが判明したとき、又は職務の

遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、解嘱することを規定するものである。

（委員長及び副委員長）

第 六 条　 委 員会 に委 員 長 及 び副 委 員 長 を置 き 、委 員 の互 選 に よ って これ を定 め る。

2　 委 員長 は 、会 務 を総 理 し、委 員 会 を代 表 す る 。

3　 副 委 員長 は 、委 員 長 を補 佐 し、委 員長 に事 故 が あ る と き、 又 は 委 員 長 が 欠 けた と

き は 、 その 職 務 を代 理 す る 。

【解説】

○本条は、委員会の委員長及び副委員長の選任と職務について規定するものである。

〇第一項は、委員長及び副委員長を委員の互選により選任することとし、第二項及び第

三項は、委員長及び副委員長の職務を規定するものである。

（会議）

第七条　委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2　委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

4　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又

は意見を求めることができる。

【解説】

○本条は、委員会の会議について規定するものである。

〇第一項は、会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になることを規定するもの

である。

〇第二項は、会議の開催は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができないこ

とを規定するものである。

○第三項は、委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによることを規定するものである。

〇第四項は、委員長が、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

説明又は意見を求めることができることを規定するものである。
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（委任）

第 八 条　 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が

委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。

【解説】

○本条は、委員会の委任事項を規定するものであり、条例で定めるもののほか、委員会

の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものである。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、公布の日から施行する。

【解説】

○本項は、施行期日を条例公布の日からとすることを規定するものである。

（委員の任期の特例）

2　 こ の 条 例 の 施 行 の 日以 後 に お い て 、 最 初 に 委 嘱 され る 委 員 の 任 期 は 、 第 五 条 第 一

項 本 文 の 規 定 に か か わ らず 、 当 該 委 嘱 の 日 か ら平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で とす

る 。

【解説】

○本項は、最初に委嘱される委員の任期については、第五条第一項の規定にかかわらず、

委嘱の日から平成二十六年三月三十一日までとすることを規定するものである。
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